
（別紙） 

妊娠相談体制強化事業委託業務処理要領第５の報告については次により行うものとする。 

 

１ LINE アカウント登録者数 

  本事業は、道民を対象としている事業であることから、アカウント登録者については、

居住する管内若しくは市町村を確認することが望ましい。 

 

２ 相談者の情報、延べ人数及び実人数等 

 （１）相談者の性別 

「女性」、「男性」、「不明」 

  （２）相談者の年代 

     「１０代」、「２０代」、「３０代」、「４０代以上」、「不明」 

     ※ １０代については、「１３歳未満」、「１３歳～１６歳未満」、「１６歳～１８

歳未満」「１８歳以上」の内訳をつくること。 

  （３）相談者の居住地 

     相談者の居住地について確認できたものを整理し、報告すること。 

     指定都市、中核市と他市町村の区分けを行い、他市町村については市町村名を報 

    告すること。 

  （４）相談者の延べ人数及び実人数のカウント 

相談者の延べ件数のカウントは、１日ごととする。 

相談者の実人数のカウントは、年度ごととする。 

 

３ 相談対応件数等 

 （１）相談対応時間帯 

時間帯は、「平日」、「休日」を区分けすることとし、 

    「日中：９～17 時」、「夜間：17～23 時」「深夜早朝：23～翌 9 時」とする。 

（２）相談媒体 

    電話、窓口、LINE、メール、訪問相談によるそれぞれの実件数、延件数、時間

帯別件数を報告すること。 

（３）相談内容 

   相談内容は、次の項目ごとに整理し、報告すること。 

    「妊娠疑いに関すること」、「避妊に関すること」、「予期しない妊娠に関すること」、 

「中絶に関すること」、「妊娠・出産後の不安に関すること」、「出産後の養育に関す 

ること」、「その他」 

 

 ４ 居場所支援に関する事項 

 （１）利用者の件数 
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    居場所支援を利用した対象者の実人数、利用者ごとの利用期間、部屋ごとの利用期

間、利用の主な理由、退所後の処遇について報告すること。 

 （２）提供した支援内容 

    居場所支援を利用した対象者に実施した支援内容について報告すること。また、対

象者ごとの支援概要とともに、居場所支援を利用するに至った背景や要因について

報告すること。 

 

５ 関係機関からの相談、連携した件数及び引継ぎした件数 

  関係機関からの相談、連携した件数及び引継ぎした件数を報告すること。 

  関係機関名を報告するとともに、関係機関を分類別に整理し、報告すること。 

関係機関の分類は「市町村（母子保健）」、「市町村（児童福祉）」、「市町村（その他）」

「道立保健所」、「児童相談所」、「医療機関」、「警察」、「その他」とする。 

 

６ 緊急対応を行った件数及び内容 

  緊急対応を行った場合は、５の情報に加え、その内容を報告すること。 


